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（１）取組体制 
紫野学区では，平成２６年度から防災まちづくりに着手し，平成２７年１月から平成２８年１月の１年間

にわたり，自主防災会及び社会福祉協議会の主催のもと，計９回の防災まちあるきを実施し，学区内の防災
上の現状及び課題について調査を進めてきました。これらを踏まえつつ，紫野学区における様々な取組との
横断的な連携を図りながら進めるため，紫野学区では，自主防災会，社会福祉協議会及び空き家プロジェク
ト委員会を構成員とする「紫野学区防災まちづくり委員会」を設立し，これまで様々な防災まちづくりの取
組を推進してきたところです。 

今後の防災まちづくりの取組においても「紫野学区防災まちづくり委員会」が中心となり、関係団体や学
区住民みんなが連携・協力しながら進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）取組の進め方 
まちの安心・安全を高めていく取組には、「すぐにでも改善できること」と「路地や街区単位で改善

すること」があり、息の長い取組が必要です。 
具体的な対策を進めていくにあたっては、まちの状況や課題を確認し、住民や地権者等に参加・協

力を呼び掛けながら対策方法について話し合い、継続的に取り組んでいきます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

５．実現に向けて 

紫野学区防災まちづくり委員会 
■防災まちづくりの企画・連絡・調整 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■イベント等を企画したり，実行したります。 
 

 

 

■町内会や関係者に声掛けし，対策の必要性の理解
を深めます。 

■セミナーや意見交換会を必要に応じて町内会や
路地単位で開催します。 

 

 

 

 

 

■行政や専門家等との連絡・調整を行います。 

関係団体（社会福祉協議会、自治連合会、自主防災会、消防団、民生員、女性会、交通安全、PTA、空き家 PJ 委員会 等） 
■それぞれの団体の立場で防災に寄与する取組を検討し、主体的に取り組みます。 
■防災まちづくり委員会と連携し、効果的に防災まちづくりの取組を進めます。 

学区住民 
■災害への備え、災害時の対応方法等，身近に

出来る取組について、各家庭内で実践しま
す。 

 
 
 
 
 
 
 
 
■学区や町内会の取組に協力・参画します。 
 
 
 
■課題解決の方法を考えます 
・現地を再度確認したり、町内での話し合いの

場に参加したりして、課題をどうしたら改善
できるか、どのように対策を進めていくか等
を考えます。 

 

■関係者の協力の下で、具体的な対策を実施し
ます。 

 

行政・専門家 
■防災まちづくり委員会に対して、技術的・人的な助言や支援等を行います。 
■防災まちづくり委員会と連携して、具体的な取組を支援します。 

取組内容やスケジュールの立案 

取組の評価・検証 

具体的な防災まちづくり活動の実践 

住民への取組成果の公表 

連携 

町内会（52箇町） 
■定期的にまちの状況・課題を確認します。 
・防災まちづくり計画（エリア別計画）等を基に、

各町内における要配慮者等の住民の情報や空き
家、袋路など危険な箇所等を把握、各町内で情報
を更新し、防災上危険な箇所や改善すべき課題等
を把握します。 

・必要に応じて、防災まちあるきや地域パトロール
等を実施します。 

■役員間の引き継ぎをしっかり行い、各町の防災ま
ちづくりの取組を継続します。 

 
■まつりやセミナー、意見交換会の企画への協力や

住民への参加呼び掛け等を行います。 
 

 

■町内での話し合いの場を持ったり，関係者に声掛
けし、対策の必要性の理解を深めます。 

 

 

 

 

 

連携 連携 連携 

防災まちづくりにおける役割 

学区全体 
の取組 

・情報誌の発行等の周知・啓発 
・まつり等のイベントでの PR 
・セミナーや研修会等の企画・開催 
・意見交換会等の企画・開催 

具体的 
な個別 
の取組 

【すぐにできる対策】 
◆袋路の緊急避難扉の設置や倒壊のおそれが

あるブロック塀の改善など 
◆防災上重要な道の沿道の建物の耐震化・不

燃化の促進 
◆老朽化した危険な空き家の除却、除却した

跡地等における防災ひろばの整備 

【路地単位の計画づくり・対策】 
◆路地の雰囲気を保全しながら建替えや改修

などができる制度の活用 
◆将来の建替えや改修に合わせて、幅員４ｍ

以上の道路を整備していくための敷地の組
み換えや統合化などによる道や区画の整備
の検討 



- 39 - 

まちの安全性を高める具体的な個別の取組の実践 
・まちの安心・安全を高める取組には、「すぐにでも改善できること」と

「路地や街区単位で改善すること」があり、息の長い取組が必要です。 
・具体的な対策を進めていくにあたっては、まちの状況や課題を確認し、

住民や地権者等に参加・協力を呼び掛けながら対策方法について話し
合い、継続的に取り組んでいきます。 

【すぐにできる対策】 
◆袋路の緊急避難扉の設置、倒壊のおそれがあるブロック塀の改善等 
◆防災上重要な道の沿道の建物の耐震化・不燃化の促進 
◆老朽化した空き家の除却、 

除却した跡地等における防災ひろばの整備 

【路地単位の計画づくり・対策】 
◆路地の雰囲気を保全しながら建替えや改修などができる制度の活用 
◆将来の建替えや改修に合わせて、幅員４ｍ以上の道路を整備してい

くための敷地の組み換えや統合化などの整備計画の検討 

（３）学区全体で取り組む「防災まちづくり」の具体的なメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

総会（自主防災会総会、自治連総会） 
－ 計画の共有と取組の企画・立案 － 
■防災まちづくり計画の共有 

・防災部長や町内会長が集まる総会の
場を利用して、防災まちづくり計画
の内容（目指す将来像や基本方針等）
について学び、共有します。 

■防災まちづくりの取組についての 
意見交換 

・防災まちづくり委員会が提案する一
年間の取組について理解するととも
に、具体的な進め方などについて意
見交換を行います。 

■しっかりとした役員間の引き継ぎ 
・年度の終わりには、一年間の活動報告

や取組成果について確認するととも
に、次年度の役員に対してしっかりと
引き継ぎを行います。 

 
 
 
 
 
 

 
 
【取組体制】委員会が自主防災会や町内 

会と連携して実施 

学区イベント（紫野まつり等） 
－ 防災まちづくりの機運を高める － 
■防災まちづくりの取組のＰＲ 

・多くの学区住民が集まる「紫野まつ
り」の場を利用し、防災まちづくりに
関する情報や取組の内容などをＰＲ
します。 

例）・パネル展示 
・市の助成制度等の周知 
・映像コーナー 
・体験コーナー 等 

■住民との意見交換 
・身近な危険箇所や改善してほしい場

所、防災まちづくり活動などについ
て、住民と意見交換を行ったり、相談
を受けたりします。 

例）・出張アンケート 
・意見交換コーナー 
・無料相談コーナー 等 

 
 
 
 
 
 
 

 

【取組体制】委員会が行政や専門家と 
連携して実施 

老朽化した空き家の除却 
 

袋路の奥に緊急避難用の扉を設置 
 

古い 塀を安全な塀に改善 
 

【京都市の助成制度の例】 

周知・啓発など 
－ きめ細かく取り組む － 

■耐震ローラー作戦の実施 
・学区内の防災の軸となる主要な道沿

いや各町の集合場所から避難所への
主要な避難経路沿いなどを対象に、
専門家とともに木造住宅を１軒１軒
訪問し、耐震化の重要性を伝えると
ともに、市の助成制度の活用を働き
掛けます。 

■防災まちづくり Newsの発行 
・防災まちづくりに関する情報や取組

について学区住民に広く周知を図る
ため、防災まちづくり News を発行
します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【取組体制】委員会が行政や専門家と 
連携して実施 

研修会 
－ 新しい発想や視点を取り入れる － 
■他学区や他都市の取組を学ぶ 

・防災まちづくりに取り組んでいる他
の学区や他都市との交流を行い、防
災まちづくりを進める上での課題や
工夫などについて意見交換するとと
もに、具体的な取組について学びま
す。 

■最新の取組や技術を学ぶ 
・防災まちづくりに関する最新の取組

や技術などについて学び、防災まち
づくりの取組に活かします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【取組体制】委員会が行政・消防や他学区 
と連携して実施 

勉強会、意見交換会 
－ 町内の防災力を高める － 

■防災まちづくりの勉強会の開催 
・防災まちづくりの重要性や取組のポ

イントなどについて学ぶ機会を設
け、防災に対する住民の意識を高め
るとともに、防災のリーダーとなる
人材を育成します。 

・防災まちづくりに関する制度などの
周知を図り、具体的な取組を進めや
すくします。 

■災害図上訓練（ＤＩＧ）の実施 
・防災まちづくり計画（エリア別計画）

を活用して、災害が起きた時の行動
を地図上でシミュレーションし、災
害が起こる前に備えるべきこと、災
害が起きた時に取るべき行動などに
ついて話し合います。 

 
 
 
 
 
 

 
 
【取組体制】委員会が行政や消防と連携 

して実施 
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（４）主体ごとの「防災まちづくり」の取組の例 
防災まちづくりの目標や方針、エリア別計画等を踏まえ、委員会、町内会、住民の皆さんが主体的に取り組むことを以下に例示します。取組にあたっては、それぞれの主体が連携・協力し合うことが重要です。 

 防災まちづくり委員会で取り組むこと 町内会で取り組むこと 住民の皆さんで取り組むこと 

『みち』 
に関すること 

・路地の適正管理に向けた住民への
働き掛け 

・主要な道沿いの古い木造家屋や危
険なブロック塀等の改善に向けた
所有者への働き掛け 

・袋路の２方向避難の確保等に向け
た関係者への働き掛け 

・道や路地の拡幅に向けた勉強会や意見交換会の開催 

・地域集合場所から避難所への避難ルートの安全点検 
・路地のパトロール、クリーン作戦 
・路地の適正管理に向けた町内での周知徹底 
・階段への手摺り・スロープ等の設置 
・道や路地のあり方や整備の方法についての話し合い 

・自宅から地域集合場所までの避難ルートの確認、安全点検 
・家の前に不要な物を置か

ない、自転車等を整頓し
て置く、植木等を適切に
維持管理する 

・壁面後退した部分を公共
空間として確保する 

・危険なブロック塀の改善 

『いえ』 
に関すること 

・建物の適正管理や耐震・防火改修に
向けた住民への働き掛け（周知活
動、セミナー、耐震パトロール等） 

・空き地の適正管理、除却に向けた所
有者への働き掛け 

・民泊業者への町内会加入や適正管
理の働き掛け 

・空き家の把握、空き家パトロールの実施 
・空き家の町内での利活用の検討 
・民泊業者と地域との協定の締結 

・建物内の安全点検（家具の転倒防止等）、建物の適正管理 
・家の前に燃えやすい物を置かないなど建物周りの整理整頓 
・建物の耐震診断を受ける 
・建物の耐震・防火改修 
・住宅用火災報知機、 

感震ブレーカー等の設置 
・老朽化した空き家の除却 

『まち』 
に関すること 

・道や路地の拡幅、建替えをしやすくするルールづくり、路地や
街区の一体的改善等に向けた勉強会や意見交換会等の開催 

・空き地や駐車場の所有者へ
の防災上有効な空地として
の確保の働き掛け 

・空き地や建物除却跡地等を
利用した防災ひろばの整備 

・路地や街区単位の将来像や防災性
向上のあり方についての町内での
話し合い 

・町並みを保全しつつ建替え等をし
やすくするルールづくり 

・整備された防災ひろばの維持管理 
 

・ルールに基づいた建替え等の実施 
 

『コミュニティ』 
に関すること 

・紫野まつりや防災訓練の場等を利
用した情報発信 

・防災まちづくりに関するセミナー
や勉強会、研修会等の開催 

・地域集合場所の周知徹底（案内看板
の設置等） 

・路地のナンバリング 
・災害図上訓練（DIG）の実施 
・より実践的な防災訓練の実施 
・防災まちづくりの取組（袋路の２方

向避難確保、空き家対策、防災ひろ
ば整備等）に向けたお寺や事業所
への働き掛け 

・緊急通報システムの導入 

・普段からの町内・マンション内での声掛け運動 
・高齢者等の災害時要配慮者世帯の把握 
・消火器や防火バケツの設置、適正管理 
・防災倉庫の整備 
・町内会への加入促進 
・地蔵盆等の場を利用した防災まちづくりに関する話し合い 
・災害時の避難誘導や安否確認・連絡体制等のルールづくり 
・地域集合場所の見直し、ルールの徹底 
・町単位での防災訓練の実施 
・マンションどうしの連携、マンション独自の防災対策 
・お寺や事業所との良好な関係の構築 
・事業所との連絡方法の確認、災害時協力協定の締結 
 

・一人ひとりが防災への関心を持つ 
・普段からのご近所への声掛け 
・災害時の避難や連絡方法等につい

ての家庭内での話し合い 
・非常用持出袋や非常食等の備え 
・防災まちづくりに関するセミナー

や防災訓練等への参加 
・防災まちづくりに関する町内の話

し合いの場への参加 
 
 

耐震パトロールの例 
（他学区） 

路地の防災性向上に向けた 
個別訪問の例（他学区） 

老朽化した空き家の除却の例 

危険なブロック塀の改善の例 
（他学区） 

建物除却跡地を利用した 
防災ひろば整備の例（他学区） 

防災まちづくりセミナー 

災害図上訓練（DIG） 

防災まちづくり意見交換会 

地域集合場所への案内板 
設置の例（他学区） 

道路後退距離を緩和し、町並み
を保全しつつ建替えを 

しやすくしている例（他学区） 
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